
障害福祉課では次の手続きに個人番号の記載が必要です。 

①身体障害者手帳の新規申請，変更届，再交付申請 

②精神保健福祉手帳の新規申請，更新申請，記載事項変更届，再交付申請 

③自立支援医療（精神通院，更生医療，育成医療）の申請，再認定，変更届，再交付申請 

④障害福祉サービスの新規申請，更新申請，変更申請，再交付申請 

⑤補装具費の申請 

⑥高額障害福祉サービス等給付費，高額障害児通所給付費の支給申請 

⑦特別児童扶養手当の認定請求，額改正請求，所得状況届 

⑧障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定請求，現況届 

 

上記の手続きの際は，下記のものを必ずお持ち下さい。 

申請者本人

が窓口に来

る場合 

１．個人番号カード又は通知カード 

（本人が 18歳未満の場合は本人と保護者のもの両方） 

（③の手続きは同じ健康保険に加入している方全員分） 

（⑥の手続きは申請者本人と同じ世帯の他の支給決定者のもの全員分） 

（⑦の手続きは申請者本人，配偶者，対象児，その他扶養義務者の全員分） 

（⑧の手続きは，受給者，配偶者，その他扶養義務者の全員分） 

２．本人確認書類 ※ 

 

代理人が窓

口に来る場

合 

１．申請者本人の個人番号カード又は通知カード 

（本人が 18歳未満の場合は本人と保護者のもの両方） 

（③の手続きは同じ健康保険に加入している方全員分） 

（⑥の手続きは申請者本人と同じ世帯の他の支給決定者のもの全員分） 

（⑦の手続きは申請者本人，配偶者，対象児，その他扶養義務者の全員分） 

（⑧の手続きは，受給者，配偶者，その他扶養義務者の全員分） 

２．委任状又は申請者本人の身体障害者手帳や健康保険証等 

３．代理人の本人確認書類 ※ 

 

※本人確認書類は，次のとおりです。 

1点のみでよいもの 個人番号カード，運転免許証，パスポート，身体障害者手帳，療育

手帳（写真添付のもの），精神障害者保健福祉手帳（写真添付のも

の），在留カード，特別永住者証明書 等 

2点以上必要なもの 健康保険被保険者証，年金手帳，児童扶養手当証書，特別児童扶養

手当証書，療育手帳（写真添付のないもの），精神障害者保健福祉

手帳（写真添付のないもの），介護保険被保険者証，自立支援医療

受給者証 等 

 


